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   第 ６ 回   熊本県議会    決算特別委員会会議記録 

 

平成26年10月31日(金曜日) 

            午後１時０分開議 

            午後２時０分休憩 

            午後２時８分開議 

            午後２時50分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第57号 平成25年度熊本県病院事業会

計決算の認定について 

 議案第58号 平成25年度熊本県電気事業会 

  計資本剰余金の処分、中小水力発電開発 

  改良積立金の目的外使用及び決算の認定 

  について 

 議案第59号 平成25年度熊本県工業用水道 

  事業会計資本剰余金の処分及び決算の認 

  定について 

 議案第60号 平成25年度熊本県有料駐車場 

  事業会計利益の処分及び決算の認定につ 

  いて 

  ――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        副委員長 田 代 国 広 

        委  員 鬼 海 洋 一 

        委  員 平 野 みどり 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 内 野 幸 喜 

        委  員 緒 方 勇 二 

        委  員 九 谷 高 弘 

        委  員 橋 口 海 平 

欠席委員(２人) 

        委 員 長 岩 下 栄 一 

        委  員 堤   泰 宏 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 企業局 

          局長 古 里 政 信 

   次長兼総務経営課長 五 嶋 道 也 

        工務課長 福 原 俊 明 

    発電総合管理所長 武 田 裕 之  

 病院局 

     病院事業管理者 河 野   靖 

 総院長兼健康福祉部医監 岩 谷 典 学 

    首席審議員兼院長 濵 元 純 一 

      総務経営課長 林 田 浩 稔 

――――――――――――――― 

出納局職員出席者 

  会計管理者兼出納局長 伊 藤 敏 明 

  首席審議員兼会計課長 福 島   裕 

――――――――――――――― 

監査委員・同事務局職員出席者 

        監査委員 松 見 辰 彦 

          局長 牧 野 俊 彦 

         監査監 千 羽 一 樹 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 左 座   守 

     議事課課長補佐 小 夏   香 

   ――――――――――――――― 

  午後１時０分開議 

○田代国広副委員長 開会に先立ちまして、

本日は、岩下委員長が御欠席でございますの

で、熊本県議会委員会条例第８条第１項の規

定により、私が委員長の職務を代行させてい

ただきます。また、本日は堤委員も欠席で

す。 

 それでは、ただいまから第６回決算特別委

員会を開会いたします。 

 本日は、まず企業局の審査を行い、続いて

病院局の審査を行うこととしております。 

 それでは、これより企業局の審査を行いま

す。 
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 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで簡潔にお願いしま

す。 

 まず、企業局長から決算概要の説明をお願

いします。 

 

○古里企業局長 平成25年度決算の御説明に

先立ちまして、前年度の決算特別委員会にお

きまして御指摘のありました施策推進上改善

または検討を要する事項等のうち、企業局関

係について、その後の措置状況を御報告いた

します。 

 まず、各部共通事項のうち、企業局が該当

するものとして、報告第４の２「職員の過失

割合の高い交通事故が多数発生しており、職

員の交通安全に対する意識の高揚を図るとと

もに、事故原因等に応じた効果的な交通事故

防止対策に努めること。」という御指摘がご

ざいます。 

 企業局におきましては、職員の交通事故及

び交通法規違反防止を図るため、継続して、

全職員が参加します特定課題研修のテーマに

「交通違反・事故防止」等を取り上げ、交通

安全意識の向上に努めますとともに、職員が

交通事故の体験談や事故防止のための提案・

提言等を交代で発表いたします朝の集いの開

催、さらに幹部職員で構成します局議及び各

所属ごとの月例の会議等の場で交通法規の遵

守等の指導を行っているところでございま

す。 

 加えて、本年７月には、交通事故等及びそ

の防止に係る役職ごとの責務を規定しました

「職員の交通事故等に係る事務処理要領」を

策定し、改めて交通安全に対する職員の意識

高揚を図るなど、交通事故防止に努めている

ところでございます。 

 次に、企業局の個別事項として、報告第４

の19「有明工業用水道は、依然として多量の

未利用水を抱え、厳しい経営状況が続いてい

るが、有明海の環境保全に資している点も踏

まえ、今後とも国への財政支援等の働きかけ

を強めるとともに、庁内関係部局との一層の

連携を図り、着実な経営改善に努めるこ

と。」という御指摘がございます。 

 未利用水の有効活用の観点から、国に対し

ては、多様な水需要に対応できるよう要望を

行っているところでございます。 

 国の財政支援につきましては、継続的な要

望活動の結果、平成26年２月の国の平成25年

度補正予算におきまして、有明工業用水の主

要設備更新に約3,800万円、八代工業用水の

導水管更新に約3,300万円の補助が採択され

ております。 

 引き続き、国へ工業用水の多様な利活用、

財政支援の継続等について要望してまいりま

す。 

 また、未利用水の需要拡大に向けて有明工

水需要開拓推進会議を設置し、商工観光労働

部はもとより、地元市町と連携した工業用水

を利用する企業の誘致活動を行っておりま

す。 

 さらに、日々の経営努力として、地元の企

業を訪問し、増量に向けた営業活動を行い、

未利用水を抜本的に解消するものではござい

ませんが、平成25年12月には、１日当たり40

立方メートルの新規受水を、26年７月には、

既存受水企業の工業用水基本使用水量の１日

当たり140立方メートルの増量契約を、それ

ぞれ締結することができました。一方、水利

用が減尐した１社から１日当たり15立方メー

トルの減量も発生しており、差し引き165立

方メートルの増量を見込んでおります。 

 続きまして、平成25年度の電気事業、工業

用水道事業、有料駐車場事業の３事業会計の

決算の概要について御説明申し上げます。 

 まず、電気事業でございますが、収入は14

億400万円余、支出が15億4,300万円余で、差

し引き１億3,800万円余の純損失となりまし

た。前年度の6,700万円余の純損失と比較し

て7,100万円余の増加となっておりますが、
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これは、主にダムゲートの除却損などの荒瀬

ダム関連費用が増加したことによるものでご

ざいます。 

 なお、荒瀬ダム関連費用を除きました経常

収支におきましては、１億8,800万円余の利

益を計上しており、荒瀬ダム撤去資金の確保

につながっております。 

 次に、工業用水道事業でございますが、有

明、八代、苓北の３工業用水道事業合計で、

収入が７億2,700万円余、支出が９億1,400万

円余で、差し引き１億8,700万円余の純損失

になりました。 

 ３工業用水道事業を個別に見てみますと、

八代は112万円余、苓北は2,700万円余の利益

を確保いたしましたが、有明につきまして

は、２億1,500万円余の赤字となっておりま

す。 

 有明、八代につきましては、依然として多

量の未利用水を抱え厳しい経営状況となって

おり、工業用水道事業の平成25年度末累積欠

損金は89億4,000万円余に上っているところ

でございます。 

 最後に、有料駐車場事業でございますが、

収入１億1,700万円余、支出が5,700万円余

で、差し引き6,000万円余の純利益になりま

した。 

 県営有料駐車場は、熊本市中心部に位置

し、24時間営業の駐車場として利用者に定着

しており、毎年度黒字を維持している中、昨

年度の駐車台数は前年度に比べ10％以上増加

となっております。 

 以上が決算の概要でございますが、詳細に

つきましては、次長から説明させますので、

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

○田代国広副委員長 次に、監査委員から決

算審査意見の概要説明をお願いします。 

 

○松見監査委員 それでは、企業局の決算審

査結果について、要約して御説明申し上げま

す。 

 お手元の決算審査意見書、この１ページを

お開きください。 

 １ページの第２、審査の結果でございます

が、平成25年度の熊本県公営企業会計の決算

諸表は正確であり、経営成績及び財政状態を

適正に表示していると認めております。 

 次に、ちょっと飛びますが、８ページをお

開きください。 

 ８ページの第３、審査の意見でございま

す。 

 企業局におきましては、全ての事業につき

まして、経営の基本原則にのっとり、おおむ

ね適正に運営されておりますが、各事業ごと

の課題につきましての意見をここに記載して

おります。 

 １の電気事業におきましては、１億3,900

万円の純損失となりましたけれども、これは

荒瀬ダム撤去に関する部分を除きますと１億

8,900万円の純利益が出ておりまして、次年

度以降も、当該純利益を確保するために、経

費節減を含む経営努力が必要でございます。 

 また、荒瀬ダムの撤去費用につきまして

は、企業局の経営努力を初め、国の交付金や

内部留保資金等によりまして、おおむね確保

が図られております。 

 今後も、荒瀬ダム撤去の着実な実施ととも

に、撤去資金について国の支援が継続するよ

う求めていく必要がございます。 

 なお、風力発電につきましては、風況に応

じて一定の運転ができるように改善されたこ

とで供給電力量は増加し、目標供給電力量を

４割程度上回っております。 

 今後も、引き続き、計画供給電力量の確保

に努める必要がございます。 

 次に、２の工業用水道事業につきまして

は、八代及び有明の両工業用水において、い

まだ多くの未利用水を抱えており、依然とし

て厳しい状況が続いております。 

 決算状況も、有明工業用水道事業における
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竜門ダム関連経費の負担が大きく、１億9,00

0万円の純損失を計上し、累積欠損金は89億

4,000万円となっております。 

 今後とも、国に対して竜門ダム関係諸費の

負担軽減の要望を継続的に行うとともに、企

業立地部門や関係市町と連携し、多角的な視

点から工業用水需要の拡大に努めていく必要

がございます。 

 ３の有料駐車場事業につきましては、近年

減尐傾向にありました利用台数が増加に転じ

ており、純利益6,000万円を計上し、経常利

益率51.7％と、経営状況は極めて良好でござ

います｡ 

 引き続き、定期利用者や提携先などの需要

を開拓し、安定した利用台数の確保に努める

とともに、県民が利用しやすい駐車場とし

て、さらにサービスの向上を図っていく必要

がございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○田代国広副委員長 次に、企業局次長から

決算資料の説明をお願いします。 

 

○五嶋企業局次長 まず、定期監査の結果に

つきましてですけれども、企業局は指摘事項

はございません。 

 次に、ただいま監査委員からございました

決算審査意見につきまして、その取り組み状

況について御説明いたします。 

 １点目の電気事業会計につきましては、ま

ず電力自由化の動きを見据え、次年度以降も

引き続き当該純利益の確保のため、経費節減

を含む経営努力は必要である。また、荒瀬ダ

ム撤去資金については、国の交付金や内部留

保資金等によりおおむね確保されつつある

が、今後、撤去コストの縮減を初め、企業局

全体でのさらなる経営努力等により確保を図

るとともに、国の支援が継続するよう求めて

いく必要がある。さらに、風力発電につきま

しては、風況に応じて一定の運転ができるよ

うに改善したことで供給電力量が増加した

が、今後も引き続き供給電力量の確保に努め

る必要がある。 

 以上３点の御意見をいただいております。 

 電気事業の既存発電所につきましては、保

守整備の効率的な実施等による発電電力量の

増加や経費節減等を図り、引き続き着実に運

営してまいりたいと考えております。 

 また、風力発電につきましては、平成24年

12月から、それから、水力発電のうち菊鹿及

び緑川第三発電所につきましては、平成25年

４月から、固定価格買い取り制度いわゆるＦ

ＩＴに移行するなど、利益の確保に努めてい

るところでございます。 

 次に、荒瀬ダム撤去についてですが、全国

初のダム撤去で、また河川内の難しい工事で

もありまして、想定外の事象も生じておりま

すが、引き続き安全や環境に配慮して着実に

実施してまいります。また、撤去資金につい

ては、今後も引き続き経営努力を行うととも

に、国への継続的な支援を要請してまいりま

す。 

 さらに、阿蘇車帰風力発電所につきまして

は、電力量増加への取り組みや風況に恵まれ

ましたことから増加傾向となっております。 

 今後も、引き続き保守点検を強化し、発電

機のトラブル防止に十分配慮しつつ、データ

収集等を行いながら、さらなる運転制限緩和

に向けた検討を続け、供給電力量の増加に努

めてまいります。 

 ２点目の工業用水道事業会計につきまして

は、まず、有明及び八代の両工業用水におい

ては、多くの未利用水を抱えており、企業立

地部門や関係市町と連携し、多角的な視点か

ら工業用水事業の拡大に努めていく必要があ

る。また、有明工業用水道事業については、

引き続き国に対して竜門ダム関連費用の負担

軽減の要望を行うとともに、経営再建計画の

着実な推進に努めていく必要がある。 

 以上２点の御意見をいただいております。 
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 御指摘のとおり、有明及び八代の両工業用

水道事業は、多くの未利用水を抱え、厳しい

経営状況が続いております。工業用水の需要

開拓につきましては、商工観光労働部はもと

より、地元市町とも連携し、企業誘致活動に

取り組んでおりますが、一方で、近年の経済

状況を踏まえ、企業誘致のみならず、地下水

など他の水源を利用している企業に対し工業

用水への転換をＰＲするとともに、配管沿線

にある地元市町と上水道利用の可能性も含め

て関係部署からの情報収集に努めているとこ

ろです。 

 今後も、引き続き、未利用水の解消に向

け、工業用水以外の分野での活用も含めて幅

広く可能性を探ってまいります。 

 また、有明工業用水道事業においては、竜

門ダムの建設負担金等により多額の経常損失

を計上しております。 

 このような状況を踏まえ、竜門ダム関係経

費の負担軽減など、これまでも経営改善に向

けて関係省庁への働きかけを行ってきてお

り、平成26年３月には、有明工業用水道事業

の設備更新及び八代工業用水道事業の導水管

耐震化工事に対する補助が採択されておりま

す。 

 本年度も、国の施策等に関する提案におい

て、工業用水道事業の更新、耐震化事業への

補助などを要望しているところであり、今後

も引き続き粘り強く国に支援を求めてまいり

ます。 

 ３点目の有料駐車場事業会計につきまして

は、良好な経営状況を保っているが、引き続

き定期駐車や提携先などの需要を開拓し安定

した利用台数の確保に努めるとともに、県民

が利用しやすい駐車場として一層のサービス

の向上を図っていく必要があるとの御意見を

いただいております。 

 有料駐車場事業につきましては、利用台

数、料金収入ともに前年度を上回るなど良好

な経営状況となっており、平成26年度も普通

駐車や定期駐車ともに前年度をさらに上回る

状況が続いております。 

 また、昨年度は、熊本城マラソンにおいて

１階の駐車スペースを参加者の休憩場所とし

て開放するなど、地域貢献やＰＲ活動などに

努めたところでございます。 

 今後も、さらなる利用台数、料金収入向上

への取り組みに加え、地域のイベントへの協

力などについても積極的に取り組んでいきた

いと考えております。 

 決算審査意見については、以上でございま

す。 

 続きまして、平成25年度公営企業３事業の

決算概要につきまして、お手元の平成26年度

決算特別委員会説明資料により御説明いたし

ます。 

 １ページの電気事業会計をお願いいたしま

す。 

 １の施設概要ですが、水力発電所につきま

しては、昭和34年度に運転開始しました市房

第一発電所から、平成13年度に運転開始しま

した緑川第三発電所までの７つの発電所を運

営しております。 

 水力発電の最大出力合計は、上の表の２段

目の右側合計欄をごらんください。 

 ５万4,200キロワットで、これに、その右

側に記載しております、平成17年10月から運

転開始しております阿蘇車帰の風力発電所の

最大出力1,500キロワットを合わせますと、

最大出力合計で５万5,700キロワットの事業

規模となっております。 

 次に、発電量でございます。 

 同じ表の下のほうをごらんください。左側

に「平成25年度」と記載された箇所でござい

ます。 

 一番右側の合計欄でございますけれども、

水力発電の平成25年度の目標供給電力量でご

ざいますが、１億5,900万キロワットアワー

でございます。 

 供給実績につきましては、その下にありま
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すとおり約１億800万キロワットアワーで、

達成率としましては68.3％というふうになっ

ております。これは、年間を通して雤が尐な

く発電環境に恵まれなかったことに加えまし

て、発電機のオーバーホールや関連機器の故

障等により発電を停止したことによるもので

ございます。 

 また、風力発電は、その右側の表をごらん

ください。 

 供給実績で約245万キロワットアワーで、

前年比で14.7％の増加となっております。 

 次に、２の電力料金の契約の状況及び実績

でございますが、九州電力との電力需給契約

を２年ごとに更改しておりますが、市房第一

発電所から笠振までの５つの発電所の合計

で、平成25年度実績としまして11億9,700万

円余、それと、平成25年度から固定価格買い

取り制度に移行しております、その右側の表

にございますが、菊鹿と緑川第三の２つの水

力発電所が右の表のとおりでございます。そ

れぞれ6,900万円余と、それと5,100万円余と

なっております。 

 表には記載しておりませんけれども、以上

合計いたしますと13億1,800万円余となって

おります。これは、平成24年度と比較いたし

まして300万円の増というふうになっており

ます。 

 なお、水力発電の契約料金の１キロワット

アワー当たりの契約料金でございますが、市

房第一から笠振までの５つの発電所につきま

しては、左側の表に記載しておりますとおり

8.12円でございます。それと、固定価格買い

取り制度に移行しました２つの水力発電所の

売電単価は、その右の表にありますように菊

鹿発電所が25.39円、緑川第三発電所が27.14

円となっております。 

 また、風力発電につきましては、平成25年

度の料金収入実績は4,600万円余となってお

ります。平成24年度の2,900万円余と比較し

ますと1,700万円余の増となっております。 

 なお、風力発電につきましては、24年12月

から固定価格買い取り制度に移行しており、

売電単価につきましては、そこに記載してお

りますように、１キロワットアワー当たり1

9.03円となっております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 平成25年度の決算の状況ですけれども、ま

ず(1)の収益的収支ですけれども、収入で、

表の真ん中あたりに合計欄がございますけれ

ども、14億400万円余でございます。それか

ら、支出が下から２番目の計欄をごらんくだ

さい。15億4,300万円余で、差し引きで、そ

の下に記載されていますように、１億3,800

万円余の損失を生じております。これを24年

度と比較いたしますと、右側の(A)－(B)の欄

でございますけれども、約7,100万円余の損

失の増加となっております。 

 次に、収入ですけれども、電力料につきま

しては13億6,400万円余で、(A)－(B)の欄を

ごらんいただきたいと思いますけれども、昨

年度と比較しまして2,000万円余の増収とな

りました。それと、収入の下のほう、前年度

特別利益で計上しておりました荒瀬ダム撤去

関連の交付金収入を資本的収支に計上いたし

ましたので、前年比で２億800万円余の減収

となっております。 

 一方、支出におきましては、支出の欄の３

段目でございますけれども、修繕費におきま

して、平成25年度は大規模な修繕工事があり

ましたため、約1,700万円の増となっており

ますが、その下のほう、その他のところです

けれども、委託費等の減によりまして約2,60

0万円の減となりましたことから、営業費用

全体では、支出の欄の一番上の(A)－(B)のと

ころをごらんいただきたいと思いますけれど

も、約1,100万円の減となっております。 

 また、下のほうの特別損失につきまして

は、荒瀬ダム撤去関連費用のうち、固定資産

除却損が大きく増加いたしましたが、それ以

上に関連工事が減尐しましたため、約9,200
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万円の減となっており、その結果、支出全体

では、(A)－(B)の欄をごらんいただきたいと

思いますが、約１億800万円の減となってお

ります。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 (2)の欠損金処理計算書案ですが、平成25

年度末の未処理欠損金１億3,800万円余につ

きまして、任意積立金であります中小水力発

電開発改良積立金と国庫補助金で取得いたし

ました資産の除却に伴います補助金相当額に

ついて、資本剰余金を取り崩すことで欠損金

を処理したいと考えております。 

 この結果、(3)の積立金及び留保資金残高

一覧のとおりとなりまして、内部留保資金に

つきましては、合計欄にありますように52億

1,700万円余になります。 

 なお、特定目的の積立金の目的外使用につ

きましては、地方公営企業法施行令第24条第

２項の規定、また、資本剰余金の処分につき

ましては、地方公営企業法第32条第３項の規

定にそれぞれ基づきまして、議会の議決事項

となっております。 

 次に、(4)資本的収支ですが、資本的支出

は、建設改良費が荒瀬ダム関連費用として９

億600万円余、その他としまして、水力発電

所の整備費に２億6,100万円余、計11億6,700

万円余となっております。 

 また、その下のほうに企業債償還金がござ

いますが、１億3,700万円余、他会計繰出金

といたしまして、工業用水道事業会計の貸付

金が２億6,500万円余で、合計15億7,000万円

余となっております。 

 また、資本的収入につきましては、荒瀬ダ

ムの洪水吐きゲート等の固定資産売却代金が

1,600万円余、他会計からの返還金といたし

まして、工業用水道事業会計からの返還金が

３億7,100万円余、それから国交省や環境省

からの荒瀬ダム関連交付金等が４億6,500万

円余で、合計８億5,300万円余となっており

ます。 

 不足いたします７億1,700万円余につきま

しては、右側の摘要欄に記載しておりますよ

うに、過年度分損益勘定留保資金及び当該年

度及び過年度消費税及び地方消費税資本的収

支調整額で補塡しております。 

 なお、過年度分損益勘定留保資金といいま

すのは、減価償却のように収益的収支におい

て現金の支出を必要としないものを費用とし

て計上することによって留保されている資金

でございまして、これを充てるものでござい

ます。 

 また、当年度及び過年度消費税及び地方消

費税資本的収支調整額は、既に資本的支出で

支払っておりました消費税及び地方消費税に

つきまして、収益的収支も含めた消費税納税

額の算定におきまして控除されますことか

ら、その金額に相当するもので補塡するもの

でございます。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 工業用水道事業会計でございます。 

 １の施設概要ですけれども、有明工業用水

道が昭和50年、八代工業用水道が昭和52年、

苓北工業用水道が平成５年に営業開始してお

ります。給水能力は、３事業合わせまして、

１日当たりで６万8,360立米となっておりま

す。 

 次に、２の利用状況をお願いいたします。 

 有明工業用水道が、不二ライトメタル、ジ

ャパンマリンユナンテッド有明事業所など11

社に、それから、八代工業用水道が、ＹＫＫ

ＡＰ九州工場、ヤマハ熊本プロダクツなど24

社に、それから、苓北工業用水道が、九州電

力苓北発電所など２社に給水しております。 

 特に、有明工業用水道及び八代工業用水道

の契約率につきましては、備考欄に記載して

おりますとおり、それぞれ39.7％と33.4％

と、多くの未利用水を抱えておりまして、引

き続き需要開拓に努めてまいります。 

 ５ページをお願いいたします。 

 平成25年度決算状況でございますが、(1)
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の収益的収支ですけれども、収入につきまし

ては７億2,700万円余、それから支出につき

ましては９億1,400万円余で、差し引き１億

8,700万円余の損失を生じております。これ

は、有明工水におきまして、依然としてダム

使用権に係る減価償却費やダム管理費分担金

等の竜門ダム関連経費の負担が大きく、損失

決算となっているものでございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 欠損金の状況でございますが、累積欠損金

の事業別内訳でございます。 

 下の(A)＋(B)の欄をごらんください。 

 平成25年度末で、苓北工業用水につきまし

ては５億3,500万円余の利益剰余金がござい

ますが、有明工業用水、八代工業用水は、そ

れぞれ66億5,900万円余、28億1,800万円余の

累積欠損金がありますことから、工業用水道

事業全体では89億4,200万円余の累積欠損金

を抱えているところでございます。 

 (3)の欠損金処理計算書案ですが、国庫補

助金で取得した資産の除却に伴います補助金

相当額の3,300万円余につきまして、資本剰

余金を取り崩すことで累積欠損金を一部補塡

したいと考えております。この結果、平成26

年度への繰越欠損金は89億800万円余になり

ます。 

 なお、電気事業と同じく、資本剰余金の処

分につきましては、地方公営企業法第32条第

３項の規定に基づきまして議会の議決事項と

なっております。 

 次に、(4)資本的収支でございますが、資

本的支出は、建設改良費４億4,700万円余、

企業債償還金６億2,800万円余、電気事業会

計及び一般会計への借入金償還金としまして

３億7,100万円余など、合計で14億4,700万円

余となっております。 

 資本的収入につきましては、企業債、長期

借入金、補助金等で14億2,500万円余となっ

ております。不足いたします2,200万円余に

つきましては、摘要欄に記載しておりますと

おり、過年度分損益勘定留保資金で補塡して

おります。 

 ７ページをお願いいたします。 

 有料駐車場事業会計をお願いいたします。 

 １の施設概要でございますが、有料駐車場

事業は、熊本市中央区安政町の県営有料駐車

場が収容台数298台、熊本市中央区新屋敷の

月決めの県営第二有料駐車場が収容台数37

台、合計335台の事業規模で運営していま

す。 

 次に、２の駐車台数及び料金収入実績です

が、普通駐車の25年度の利用台数は10万7,00

0台余で、前年度実績を――(A)－(B)のとこ

ろをごらんいただきたいと思いますが、約１

万500台上回り、料金収入につきましても、

その右側でございます。660万円上回ってお

ります。また、定期駐車の利用台数も７万4,

000台余で前年度実績を6,800台上回るととも

に、料金収入につきましても約680万円ほど

上回っており、料金収入の合計では、前年度

より1,349万円ほど増収となっております。 

 全体的には、利用台数が近年は減尐傾向で

ございましたが、普通駐車が23年度以降25年

度も対前年比増加となっておりまして、減尐

傾向に歯どめがかかっている状況となってお

ります。 

 ８ページをお願いいたします。 

 平成25年度決算の状況でございます。 

 (1)の収益的収支ですけれども、収入が表

の真ん中あたりですけれども１億1,700万円

余、それから支出が一番下から２段目でござ

います5,700万円余で、差し引きで6,000万円

余の純利益となっております。これを前年度

と比較いたしますと、(A)－(B)のところでご

ざいます。約1,400万円利益が増加しており

ます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 (2)の剰余金(利益)処分計算書案でござい

ますが、地方公営企業法第32条第２項の規定

に基づきまして議会の議決を得るものでござ
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います。平成25年度未処分利益剰余金6,033

万8,000円余を、処分案に示しておりますよ

うに、1,000円未満を除きまして利益積立金

に積み立てることで処分したいと考えており

ます。 

 この処分案を御承認いただきますと、(3)

の積立金及び留保資金残高一覧のとおりとな

りまして、内部留保資金は８億8,000万円余

となります。 

 次に、(4)資本的収支でございますが、平

成25年度におきましては、収入、支出ともに

ございませんでした。 

 以上が平成25年度決算の概要でございま

す。御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○田代国広副委員長 以上で企業局の説明が

終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ありませんか。 

 

○内野幸喜委員 有明工業用水ですね。 

 昨年からだったですか、新規にもし申し込

みをされるところは従来よりも若干安くする

とかというのがありました。そういった効果

というのはどうだったんですかね。それがま

ず１点目。 

 ２点目が、実際地下水を利用しているとこ

ろがあって、工業用水に接続してないとか。

今県では、地下水保全条例をつくって、届け

出制から許可制に変えたわけですね。そうい

ったところで工業用水のほうへの転換という

のがなされたのかどうか。 

 ちょっとその辺、その２点をまずちょっと

お聞かせいただければなと思います。 

 

○五嶋企業局次長 今の御質問は、新規参入

の際に安くなるという補助制度のことでござ

いますか。 

 

○内野幸喜委員 そうそう、補助制度。 

 

○五嶋企業局次長 商工観光労働部のほう

で、新規に企業立地される際には補助制度が

ございます。10年間の中で、有明工業用水に

つきましては、進出から７年間につきまして

は全額を減免しますし、その後３年間が半額

減免ということで、そういう有利な制度を設

けております。ただ、残念ながら、今のとこ

ろその補助制度を適用しているという例はな

いという状況でございます。 

 それから、２点目の地下水から転換をして

いるところがあるかどうかということですけ

れども、ちょっと地下水かどうかというのは

定かではありませんけれども、新たに荒尾市

のほうで、先ほど局長のほうからも説明があ

りましたように、受水契約を結んでいただい

たところがございます。１日当たり40トンで

ございますけれども、新たに新規の受水契約

を締結していただいたというのがございま

す。 

 それから、もう一つは、既に進出されて受

水されている企業で増量いただいたところ

が、先ほど局長が申し上げました100トンか

ら240トンに増量していただいているところ

もございますし、それから今後のことでござ

いますけれども、バイオマス発電の計画がご

ざいますので、我々としてはそれを非常に期

待しているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○内野幸喜委員 その辺のバイオマスの話を

ちょっとしようと思ったんですけれども、た

だ、ここも見通しがちょっと厳しくなる可能

性もあるわけですね、今の九州電力の買い取

り制度の中では。その対象に含まれるんじゃ

ないかなと思うんですよね。そこはどうなる

んですか。 

 

○五嶋企業局次長 バイオマス発電につきま

しても、企業局のほうの水力発電も今回リニ
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ューアルの計画がございます。これにつきま

しても、ＦＩＴへの移行ということで予定し

ておりますけれども、当初、接続契約につい

ての回答保留の話がございましたけれども、

その後九電と確認しましたところ、その回答

保留の対象外ということで回答をいただいて

おりますし、バイオマス発電につきまして

も、間接的に聞いておりますけれども、そこ

の心配はないというふうには聞いておりま

す。 

 

○内野幸喜委員 この有明工業用水は未利用

水が多くて、企業局の方は一生懸命頑張って

らっしゃると思うんですね。あとはもう市で

すね。市町にもいろいろ働きかけをやっても

らっていると思うんですけれども、私は、例

えば個別の工業団地を言うのもあれなんです

けれども、水野の工業団地とかありますよ

ね。あの辺というのはほとんど使ってないん

ですよね、恐らく。そこは、市のほうから

も、やっぱり誘致するときに、そういう働き

かけとか、そういったものをしてもらうよう

な形で言うというか。今、その辺の市とか町

とかの連携はどうなっているんですか。 

 

○五嶋企業局次長 今、県の商工観光労働部

も含めまして、県と地元の市町と一緒に需要

開拓推進会議というのを設置しております。

そういう中で、企業誘致等も含めまして取り

組んでいるところでございますが、昨年度、

随分そういう地下水とかあるいは上水道を使

われている企業等に対しましても働きかけを

行いましたけれども、例えば地下水でありま

すとやっぱり電気代だけしかかかりませんの

で、なかなかこれを工業用水に転換するとい

うのは難しい状況にございます。 

 そういう状況でございまして、そういうふ

うに働きかけはやっておりますけれども、結

果的には、新たに先ほど申しました以外で結

果があらわれている状況にはございません。 

 

○内野幸喜委員 済みません。これは専門外

かもしれません。地下水基本条例は、熊本都

市圏だけですかね、あれは。 

 

○五嶋企業局次長 私も定かではありません

けれども、熊本市と市内周辺部だけかと思い

ますが。 

 

○田代国広副委員長 ほかにありませんか。 

 

○溝口幸治委員 荒瀬ダム撤去についてです

が、初めてのことで思った以上にいろいろな

ことが出てきて経費もかさんでいるという話

がありますけれども、もうちょっと何か詳し

くそこは御説明いただけますか。 

 

○五嶋企業局次長 ちょっと経費がかさんで

いるという趣旨……。 

 

○溝口幸治委員 撤去費用がかかって……。 

 

○五嶋企業局次長 撤去費用につきまして

は、トータル今88億円を見込んでおりますけ

れども、その中で対応できるものというふう

に考えております。 

 

○溝口幸治委員 その中で対応できる。 

 

○五嶋企業局次長 はい。 

 

○溝口幸治委員 あと、新聞紙上でしか見て

いませんけれども、漁協組合さんが、球磨川

漁協さんが、今補償をもらってらっしゃいま

すよね、荒瀬ダムがあると。撤去しても、ま

た補償をくださいというような話が出てまし

たけれども、その辺は、ちょっと詳しく話を

していただけますか。 

 

○五嶋企業局次長 漁協さんからの御要望
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は、荒瀬ダムを完全に撤去する平成29年度ま

で――今、アユの放流事業ということで、県

から漁協のほうに委託しておりますけれど

も、29年度まで続けてほしいという要望でご

ざいます。 

 企業局としましては、今年度みお筋を撤去

いたしますと上下の川がつながりますので、

アユの遡上が可能になるんじゃないかという

ことで、今年度中までというふうにお話しし

ているところでございます。 

 

○溝口幸治委員 荒瀬ダムの撤去を決めると

きに、１つは、あれは議会で決めて知事に最

後は判断をということだったですよね。いわ

ゆる予算をうちが修正をして可決をしたとい

う流れでしたので、あのときに、要は、漁協

組合さんは存続することには同意できないと

いうお話をずっとなさってて、いわゆるアユ

漁にも影響が出るので早く撤去をするべきだ

とおっしゃってたんですよね。今度は、撤去

するなら撤去するで、撤去してもその補償を

払ってくれというのは、なかなか県民には納

得がいかないんじゃないかなと。皆さん方じ

ゃなくて漁協組合さんですよ。 

 なおかつ、この前農林水産部でもありまし

たけれども、チッソや九電からも寄附をいた

だいて、それを漁協組合に流すわけですよ

ね。年間どれぐらい放流しているのかという

のもよくわからない。漁協組合さんの決算状

況もよくわからない。その中で、補償は県か

らまたくれと言われても、なかなか我々も判

断の材料がないので、やっぱり漁協組合さん

自身が、もうちょっと漁協組合の内部の体質

をきちっと整えていただいて、情報公開をや

っていただかないと非常にやっぱり困ると思

うんですよね。 

 今、県とすれば支出することはないとおっ

しゃいましたけれども、その部分の方針はも

う全く変わらないというふうに理解していい

んですか。それとも、何か交渉の余地がある

んですか。 

 

○五嶋企業局次長 先ほど、今年度中にみお

筋の撤去を終了するというふうに申し上げま

したけれども、基本的には、そのみお筋部の

撤去が済めばアユの遡上が可能になるという

ふうに考えております。撤去が終わった段階

で、実際遡上するかどうかということの確認

は必要かと思いますけれども、理屈上は遡上

するのかなというふうに思っておりますの

で、その時点までの委託事業かなというふう

に考えております。 

 

○溝口幸治委員 企業局が直接じゃないです

けれども、漁協組合を担当する農林水産部で

すね。団体支援課ですかね。やっぱりそうい

うところもきちっと漁協組合さんを指導して

いただいて、やっぱり補償金をくれとおっし

ゃるなら、補償金が出てどれぐらい放流して

どれぐらいの効果があったというものを明ら

かにしてもらわないと、なかなか県民に説明

もつかないし、ことしなんか特に球磨川は雤

が多かったので、アユをとろうとしたら水が

出てなかなかとれなかったんですよね。非常

に苦戦をされています。 

 そんな中で、いろいろ漏れ聞こえていると

ころでは、どれぐらい放流したかよくわから

ぬと、本当に放流したのかなみたいなことも

地元ではささやかれるような現状ですので、

やっぱり漁協組合さんにも毅然とした態度で

皆さん方は接していただきたいと思います

し、担当課それぞれ連携して仕事をなさると

思いますので、そこにもきちっとこういう意

見があったということを伝えていただきたい

と思うし、なかなか皆さん方も、漁協組合に

直接、今までの流れの慣習で言いにくいとこ

ろもあるかもしれませんけれども、議会でき

ちっと指摘が出ているということを含めて、

漁協組合さんとは毅然とした対応をとって交

渉というか、皆さん方の立場の説明をやって
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いただきたいというふうに思います。これは

もう意見です。 

 

○田代国広副委員長 要望ですね。 

 

○溝口幸治委員 はい。 

 

○内野幸喜委員 今荒瀬ダムの話が出ました

けれども、人員の件でちょっとお伺いしたい

んですけれども、今企業局全体で、プロパー

の方と、あと県からの出向の方と合わせて、

これ51人ということでいいんですかね、ここ

は。書いてあったんですけれども。 

 

○五嶋企業局次長 26年４月１日現在で64名

でございます。電気、工水、駐車場全て合計

しまして。 

 

○内野幸喜委員 これはもう数年前から荒瀬

ダムがああなったものですから、若干の配置

転換とかあったわけですかね、人員の。 

 

○五嶋企業局次長 平成22年度時点ですけれ

ども、トータルで70名おりましたけれども、

今現在64名ですので、６名減っております。

荒瀬ダム藤本発電所も使わなくなっておりま

すので、その辺の関係で人員が削減している

という状況でございます。 

 

○内野幸喜委員 そこで、スムーズな転換が

できているのか。というのは、例えばプロパ

ーの方いらっしゃいますよね。その方々とい

うのは、基本的に企業局の職員なわけです

ね。その方々がほかの部に行くというのはな

くて、基本的には、企業局の中での異動で、

県から来ていた方が減ったということなんで

すか。 

 

○五嶋企業局次長 プロパー職員が、企業局

に勤務する30数年の間、全て企業局にいると

いうわけではなくて、知事部局と人事交流は

やっております。ですので、どちらが減った

かということはちょっと明確に答えられませ

んけれども、トータルで知事部局に出ること

もございますので、知事部局から逆にこちら

に来るということはないんですけれども、知

事部局に出ている分はありますので、そこら

辺を考えて、今企業局で勤務している職員が

どうかといったときには、トータルではそれ

は減っているという状況でございます。 

 今申し上げましたのは、こちらに来ること

はないと申し上げましたのは電気職でござい

ます。もちろん土木職につきましては、もと

もとが知事部局での採用でございますので、

全て土木職につきましては知事部局から派遣

いただいているという形です。 

 

○内野幸喜委員 今現在の採用というのは、

毎年採用はしているんですか、企業局として

は。 

 

○五嶋企業局次長 ちょっと手元にございま

せんけれども、ここ数年はやってないと思い

ます。 

 

○内野幸喜委員 やっぱりその技術職が必要

なわけですね、企業局というのはずっと。こ

れはもうほかのどこのあれでもそうなんです

けれども、だんだんとその技術職の方の高齢

化が進んできて若手の技術者がいないと。数

年間はそれでよかったとしても、10年後、20

年後たったときには若手の職員がいない。そ

ういうことになっているところもやっぱりあ

るわけですね。 

 だから、どうなんですか。ある程度ここ最

近は採用してなくても、将来を見越して、企

業局として技術系の職員というのはやっぱり

とっていかないといけないと思うんですが、

そこはどんな考えなんですか。 
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○五嶋企業局次長 ここ最近採用しておりま

せんでしたので、今後は新たな採用というの

も必要かなというふうには考えております。

今、具体的な数字を出して今後検討していく

ように考えているところでございます。 

 

○内野幸喜委員 私は、そこはやっぱりある

程度各世代満遍にいるような形にしていかな

いといびつな形になると思うんですね。それ

こそ今後の技術系の確保というのは難しくな

っていくんじゃないかなと思いますので、そ

こはそういうふうに考えたほうがいいかなと

思いますね。 

 

○古里企業局長 内野委員がおっしゃるとお

りでございまして、現状、まさに22年荒瀬ダ

ム撤去のときに私どもが大変危機感を持った

のは、荒瀬ダムの撤去によりまして約６億円

の収入がなくなるという状況でございます。

その中で、やはり一番大きな題目としては、

経営規模を縮小して経営をより効率的にやっ

ていくんだというのが一番の題目でございま

した。 

 今現在、いわゆる既存発電所のリニューア

ルとか、やはり10年先、20年先を考えた新た

な今出発点に私どもが来ているんじゃないか

と思っております。ですから、形はどういう

ふうになろうが、やはり技術的なノウハウの

蓄積が必要だとなっておりますので、どうい

う形で職員を確保していくかというのは、私

どもの課題として、今人事当局等も含めて検

討させていただいているというような状況で

ございます。 

 

○田代国広副委員長 ほかにありませんか。 

 

○緒方勇二委員 ４ページの利用状況のこと

でお尋ねいたしますけれども、この有明工水

のほうで、これはＬＩＸＩＬさんですかね。

日使用量が随分契約水量からすると尐ないよ

うに思うんですけれども、それは何か特別な

理由があるのか。 

 それから、済みませんが、苓北だけが98.1

で黒字なわけですよね。有明と八代工水が、

契約率で39.7と33.4ですよね。これで、例え

ば契約率が50に上がったら収支がとんとんな

んですか。損益分岐というか、何％行けば何

とかとんとんで行けるとか、もしそういう率

があったら教えてください。 

 それから、概要説明の中で、多様な水需要

に対応できる要望等を行っています、国に対

して。多様な水需要ってどういうことを想定

されているんですか。工水ですから、工業用

水にしか使えない。そのほかのいろんな水需

要に対してという要望をということですが、

どういう水需要なのか、ちょっとお教えいた

だければと。 

 

○五嶋企業局次長 まず、４ページの契約水

量と基本使用水量でございますが、契約水量

につきましては、これは、企業が進出される

際に、将来の計画も含めて契約しております

ので、将来的にはこれだけの水を使いますよ

ということでございます。基本使用水量とい

いますのは、実際今どれだけの水を使うかと

いうことで、将来的にはこれだけ使うんだけ

れども、現在ではこの1,500トンでいいです

よということで契約をやっているところでご

ざいます。 

 それから、損益分岐点につきましては、な

かなか完全に見込むというのは難しい部分も

あるかと思いますけれども、現在、有明工水

につきましては、大体１万トンぐらい使って

おりますけれども、それでどれだけの収入が

入っているかというと１億9,000万ぐらい。

１立米で大体年間で１万8,000円の収入がご

ざいますので、それを逆算しますと、例えば

１万立米あれば１億8,000万とか9,000万ぐら

い入ってまいりますので、今２億ぐらいのマ

イナスが出ていますので、その分は、完全で
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はないですけれども、ある程度解消できると

思っているような感じで思っております。 

 それから、多様な水需要ということにつき

ましては、先ほど委員がおっしゃいましたよ

うに、工業用水につきましては、製造業にし

か本来は使いませんけれども、雑用水という

ふうに言っておりますけれども、工業以外

の、例えば商店とか公園とか、そういうとこ

ろに使えるようになっております。それも全

体の10％内というような制限はございますけ

れども、比較的そこら辺は柔軟な対応に今な

っているような状況でございます。 

 以上でございます。 

 

○緒方勇二委員 ＬＩＸＩＬさんが進出され

て、将来的には日量の4,000トンですか、が

契約だったということで、今現在が1,500に

とどまっている。ひょっとすれば、メガソー

ラーのところに本当はもっと建設されて水需

要が本来はあったというふうに考えていいん

ですかね。 

 

○五嶋企業局次長 今先生がおっしゃったの

は大島のほうのということでしょうか。 

 済みません。ちょっとＬＩＸＩＬさんの増

床の経過というのは把握しておりませんけれ

ども……。 

 

○緒方勇二委員 ＬＩＸＩＬさんは、相当業

績はよくなってきていると思っているんです

けれども、進出の4,000からすると、今から

先も増床なりされないわけですよね。不二ラ

イトメタルさんなんかは、ほぼ当初の計画ど

おり来られてますよね。これ、同業ですよ

ね。 

 

○五嶋企業局次長 工業用水の例えば管を布

設する際、あるいは浄水施設等の整備に当た

りましては、当然、どれだけ水を利用するか

によって施設規模が決まってまいりますの

で、実際、工業用水の整備を計画します際に

は、どれだけの水需要がありますかという前

提で計画してあります。 

 そういう中で、このＬＩＸＩＬにつきまし

ては、１日4,000トンの将来の計画も含めて

それだけの水需要があるということを前提に

して計画しているのが、結果的には現在1,50

0トンという状況にございます。それぞれ各

社の経営状況等もございますでしょうし、今

後の経営戦略というのもあるのかなというふ

うに思っております。我々としては、今1,50

0トンですけれども、4,000トンまで伸びます

と非常にありがたいというふうに思います。 

 

○緒方勇二委員 別に契約不履行を言うてる

わけでもなくて、将来見込みとしてこれだけ

ありますよと、しかしながら、進出するとき

の何か助成とかいろいろあったんだと思うん

ですね。そして、そこまでまだまだ行ってな

いと。３分の１ぐらいでしょうかね。40％ぐ

らいかな。これも、何かな、どうもおかしい

なと思いながら見ているんですけれども、片

や不二ライトメタルさんなんかは頑張ってく

れてるんだなというふうに私たちは見るんで

すけれども、これはもう要望で構わぬとです

が、工業用水としてその多様な利活用をと言

われているので、もっともっとこの辺のＬＩ

ＸＩＬさんへの――何かこういう大口契約を

されているので、もっともっと当初みたいに

持っていけるような何か方策でもあればと思

いながらお尋ねしたところですが、なお一層

そういうことでやっていただければなと思っ

ているんですが。 

 

○田代国広副委員長 要望ですか。 

 

○緒方勇二委員 はい。 

 

○田代国広副委員長 ほかになければ……。 
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○五嶋企業局次長 先ほど地下水の取水につ

いての制約の話がございました。ちょっと私

も全体状況はよくわかりませんけれども、熊

本都市圏の制限というのは一番厳しいという

ようなことだそうです。有明のほうにつきま

しても、一部そういう制約はあるというふう

に聞いております。詳しくは存じておりませ

んけれども、ちょっと先ほどお答え間違って

いたかと思いますので、訂正させていただき

ます。 

 

○田代国広副委員長 それでは、このあたり

で質疑を終わりたいと思いますが、よろしい

でしょうか。 

  (｢はい」と呼ぶ者あり) 

○田代国広副委員長 なければ、これで企業

局の審査を終了します。 

 ここで、説明者の入れかえのため、５分間

休憩します。 

  午後２時０分休憩 

――――――――――――――― 

  午後２時８分開議 

○田代国広副委員長 委員会を再開します。 

 それでは、これより病院局の審査を行いま

す。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで簡潔にお願いしま

す。 

 まず、病院事業管理者から決算概要の説明

をお願いします。 

 

○河野病院事業管理者 病院事業管理者の河

野でございます。本日は、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 それでは、座って概要を説明させていただ

きます。 

 病院局こころの医療センターの運営に当た

りましては、かねてから御指導、御支援をい

ただき厚く御礼を申し上げます。 

 病院の運営状況及び決算状況の御説明に先

立ちまして、前年度の決算特別委員長報告に

おける施策推進上改善または検討を要する事

項等につきましては、御指摘等なかったこと

を御報告いたします。 

 それでは最初に、当院の運営状況でござい

ます。 

 県内には、国立、県立を含め46の精神科病

院がありまして、全体の入院患者数は約8,00

0名となっております。このうち、こころの

医療センターの入院患者数は、現在120名前

後で推移をいたしております。 

 当院といたしましては、県立病院の果たす

べき役割として、県内精神科医療のセーフテ

ィーネット機能の維持、充実を図るととも

に、地域社会の新たなニーズへも対応する医

療機関を目指しております。 

 具体的には、平成24年度に策定いたしまし

た第２次中期経営計画におきまして、精神障

害者の地域生活支援や、児童・思春期医療の

ための入院施設開設など、新たな政策医療を

打ち出し、推進しているところでございま

す。 

 その成果といたしまして、平成25年度にお

きまして、地域生活支援室設置に向けた準備

に取り組みました。その結果、平成26年４月

から活動を開始したところでございます。こ

れは、退院後の精神障害者が安定した地域生

活を続けられるよう、医師、看護師、精神保

健福祉士等、他職種の医療スタッフが連携し

て支援するための中核となる組織でございま

す。 

 次に、児童・思春期医療につきましては、

平成24年度から外来患者の診察を開始してお

りますが、患者数が増加しておりますことか

ら、平成25年度は診療時間をふやして対応し

ているところでございます。 

 また、本年度４月から半年間、常勤医師１

名を県外の児童・思春期の医療機関へ派遣

し、育成研修を実施しております。 

 今後、平成29年度の児童・思春期入院施設
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の開設に向けまして準備を進めていくことと

しております。 

 次に、平成25年度の決算状況について申し

上げます。 

 総収益15億7,700万円余に対し、総費用15

億4,400万円余で、3,200万円余の黒字を確保

いたしました。対前年度比では1,100万円余

の増となっております。 

 一般会計からの繰入金につきましては、財

政再建戦略期間は終了いたしましたが、当分

の間、一般会計からの繰入金に過度に依存す

ることのない効率的な運営を行っていくこと

としており、削減した繰入金の額を維持して

いるところでございます。 

 今後も、県立病院としての役割を果たしつ

つ、収益の増、費用削減に努め、安定的な経

営に努めてまいります。 

 最後に、病院が抱えている課題の一つであ

る医師確保についてでございますが、医師の

派遣をいただいている熊本大学に対しまし

て、当院の役割あるいは取り組みについてし

っかりと御理解をいただきながら、派遣の協

力を引き続きお願いし、必要な医師の確保に

努めてまいりたいと考えております。 

 以上が病院運営及び決算状況の概要です

が、詳細につきましては、後ほど総務経営課

長から説明させますので、よろしく御審議の

ほどお願い申し上げます。 

 以上です。 

 

○田代国広副委員長 次に、監査委員から決

算審査意見の概要説明をお願いします。 

 

○松見監査委員 それでは、病院事業の決算

審査結果について御説明いたします。 

 お手元の病院事業会計の決算審査意見書１

ページをごらんいただきたいと思います。 

 １ページの第２、審査の結果でございます

が、病院事業会計につきましては、おおむね

適正に運営されております。 

 また、病院事業の経営成績につきまして

は、２ページに記載しておりますとおり、総

収益が15億7,700万円で、昨年度より6,000万

円増加しております。一方、総費用は15億4,

400万円となり、昨年度より4,900万円増加し

ております。この結果、当期純利益は3,200

万円となり、昨年度に比べ1,000万円増加し

ており、平成15年度以来、引き続き黒字とな

っております。 

 次に、飛びまして、９ページをお開きくだ

さい。 

 ９ページ第３の審査意見でございますが、

(1)といたしまして、第２次中期経営計画の

着実な実施についてでございます。 

 第２次中期経営計画に基づき、県立病院に

期待されるセーフティーネット機能の維持、

充実を図るべく、医業収益の増加及び経費の

縮減等に取り組み、経営収支のさらなる健全

化に努める必要がございます。 

 特に、患者の地域生活の支援や児童・思春

期医療の推進に関しましては、既にスタート

したこころの思春期外来及び地域生活支援室

の今後の実績、さらには国の精神科医療の施

策の方向性、また、地域のニーズ、県内民間

医療機関の動向等を踏まえながら、体制整備

に努める必要がございます。 

 次に、10ページをお願いいたします。 

 (2)の医師の確保についてでございます

が、安定的な医療体制の確立を図るために

は、特に専門性や経験に富む医師の養成、確

保が重要な要素でございますことから、引き

続き、知事部局を初め熊本大学等と連携を密

にして、常勤医師の確保に努力する必要がご

ざいます。 

 最後に、(3)の一般会計負担金についてで

ございます。 

 一般会計負担金につきましては、財政部局

との協議を踏まえ計上されているものの、現

在、医業収益に相当する額の繰り入れが行わ

れており、近県の類似の精神科医療機関の事
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例と比較しても、その額は尐なくない額とな

っております。 

 医療の質の確保の一方で、地方公営企業の

経済性を発揮する観点からは、収益構造の改

善を目指すことが求められるということか

ら、他県の取り組み等を十分研究、分析し、

可能なものは導入を図るなど、できる限り一

般会計の負担を軽減できるよう努める必要が

あるとしております。 

 説明は以上でございます。 

 

○田代国広副委員長 次に、総務経営課長か

ら決算資料の説明をお願いします。 

 

○林田総務経営課長 総務経営課の林田でご

ざいます。座って説明させていただきます。 

 決算状況の説明に入ります前に、本年度の

監査結果公表事項についてでございます。 

 お手元の資料監査結果公表事項のとおり、

指摘事項はございません。 

 今後とも適正な事務の執行に努めてまいり

ます。 

 次に、先ほど松見監査委員から、決算審査

意見として、第２次中期経営計画の着実な実

施について、医業収益の増加及び経費の削減

等に取り組み、経営収支のさらなる健全化に

努めること、特に、患者の地域生活の支援や

児童・思春期医療の推進について、その体制

整備に努めること、また、常勤医師の確保に

努めること、さらには一般会計の負担を軽減

できるよう努めることという御意見がござい

ました。 

 先ほどの病院事業管理者説明と重複する部

分もございますが、まず、経営収支の改善に

つきましては、引き続き医業収益の増加、経

費の削減に努めてまいります。 

 また、患者の地域生活の支援や児童・思春

期医療の推進のための体制につきましては、

平成29年度の児童・思春期入院施設開設に向

けた準備等の中でしっかり取り組んでまいり

たいと考えております。 

 常勤医師の確保につきましては、児童・思

春期入院施設と密接にかかわることであり、

熊本大学に私どもの取り組みを御理解いただ

きながら御協力をお願いするなど、引き続き

医師確保に努めてまいります。 

 一般会計の負担軽減につきましては、引き

続き繰入金削減を維持するとともに、収益の

増加に努めてまいります。 

 それでは、続きまして、病院の運営及び決

算の状況を御説明いたします。 

 お手元の資料のうち、決算特別委員会説明

資料に沿って説明させていただきます。 

 まず、病院の概要でございます。 

 当院は、昭和50年に開設された旧富合病院

から、平成９年に、全面改築の上、こころの

医療センターとなり、17年余りが経過したと

ころでございます。 

 病床数は200床でございますが、平成20年

度から50床を休床とし、現在、肺結核との合

併症のための病床10床を含む150床で運営い

たしております。 

 診療科目は、そこに記載しております精神

科、神経内科等でございます。 

 当院は、精神保健福祉法により県に設置が

義務づけられているものでございます。 

 また、経営形態といたしましては、平成20

年４月から、地方公営企業法の全部適用を受

け、より独立性の高い病院局として運営をい

たしております。 

 当院では、ページ中ほどに括弧書きで記載

しております４つを基本理念としておりま

す。 

 熊本県精神科医療の中核的機能を有する短

期治療型の病院、政策的医療を中心とした高

度医療サービスを提供する病院、利用者の人

権に配慮したアメニティーに富んだ病院、そ

して地域とのつながりを持った開放的な明る

い病院の４つでございます。 

 この理念に基づき行っている取り組みを枠
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の中に記載しております。 

 まず、①至適入院の実践でございます。 

 至適入院とは、当たり前のことではござい

ますが、入院は入院が必要な患者に厳選し、

不必要な長期入院を避けるという考えでござ

います。 

 ②殺人等の重大な犯罪を犯した精神障がい

者、措置入院患者の治療でございます。 

 措置入院とは、自分自身を傷つけたり、他

人に被害を及ぼすおそれがあると認められる

場合に、法に基づき一定の条件のもと行われ

る本人の意思によらない入院でございます。 

 本年３月末で、県下に40人いる措置患者の

うち、県下で最も多い20％に当たる８人を受

け入れております。その問題行動は、殺人、

傷害等でございます。 

 ③覚醒剤・アルコール等の薬物中毒・依存

症、感染性肺結核合併症、受刑者出所後の地

域生活定着支援についても取り組んでおりま

す。感染性の肺結核にかかられた精神科の患

者の入院を受け入れることができるのは、県

内では本院のみでございます。 

 ④発達障がいを含む思春期患者のための専

門外来として、こころの思春期外来を、診察

室を別に設けるなどの工夫をした上で、平成

24年度に開設をいたしております。対象者

は、こども総合療育センターと役割を調整

し、おおむね13歳から19歳までをこのこころ

の思春期外来の対象といたしております。 

 受診者数は、そこに記載しておりますよ

う、平成24年度には延べ224人、25年度には6

22人と増加をいたしております。 

 このため、従来診療日を毎週月曜と水曜の

午後としておりましたが、昨年の12月から、

第１と第３の水曜については午前も診療する

としたところでございます。また、そのため

の医師養成として、24年度と本年度、それぞ

れ半年程度、東京都の専門医療機関に医師を

派遣したところでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ⑤県立病院として、精神科医療におけるセ

ーフティーネットとしての役割を果たすべ

く、他の医療機関等からの治療困難者の受け

入れに努めております。 

 実績としては、そこに記載しておりますよ

う、入院患者の約６割、新規外来患者の４割

がほかからの依頼や紹介の患者であり、それ

らの患者は重度の方が多いという状況でござ

います。 

 ⑥休日、夜間における精神科医療の確保を

目的とした熊本県精神科救急医療体制がござ

います。その中で、精神科救急情報センター

の指定病院、それから受け入れを輪番で行い

ます精神科救急医療施設指定病院、そして精

神科後方病院の役割を担っております。 

 そのほか、時間外等の救急対応、精神科の

デイケア等、社会復帰の支援活動、施設の地

域への開放などを行っているところでござい

ます。 

 このうち、⑨の社会復帰の支援活動につい

ては、本年４月、入院や再入院を防ぐための

支援を行う地域生活支援を設け、取り組みを

さらに進めているところでございます。 

 組織としては、下の図にありますように、

診療部、看護部等から成り、本年３月末時点

で、病院事業管理者以下88人の体制でござい

ます。なお、先ほど御説明いたしました地域

生活支援室を、本年４月、診療部の組織の一

つとして設置をしたところでございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 平成25年度の状況を御説明いたします。 

 医療の状況のうち、まず入院患者について

でございます。 

 現在のこころの医療センターになった平成

９年以降、入院患者は増加傾向にございまし

たが、平成19年度に、常勤医師７名中、定年

退職１人を含む４人が退職するという医師不

足の問題が発生し、20年１月から新規外来患

者の抑制と、同年４月から老人治療病棟の休

止を余儀なくされ、200床のうち50床を休床



第６回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成26年10月31日) 

 - 19 - 

といたしております。そのため、１日平均の

入院患者数は、20年度以降大きく減尐いたし

ました。 

 現在、新規の外来患者の受け入れ上限を１

日２人としており、病床利用率としては、こ

こ数年、ほぼ78％前後で推移をいたしており

ます。 

 なお、基本理念の一つにも掲げておりまし

たように、短期治療型病院の実現を目指して

おり、平均在院日数は、25年度で153.4日、

県内の精神科病院の平均の約半分となってお

ります。図１、図２で、その推移を示してお

ります。 

 ４ページをお願いいたします。 

 次に、外来患者の状況でございます。 

 先ほど申し上げた医師不足により、新規外

来患者を抑制せざるを得なくなったことか

ら、入院患者と同様、平成20年度以降大きく

減尐をいたしております。新規外来患者抑制

の解除を段階的に行った結果、１日平均の外

来患者数は、ここ数年90人前後で推移をして

おります。図３が、その推移を示したもので

ございます。25年度は89.1人となっておりま

す。 

 なお、こころの思春期外来につきまして

は、患者の増加に対応するため、昨年12月か

ら診療体制の充実を図っております。先ほど

申し上げましたように、診療時間を月水の午

後に加えて、第１、第３の水曜の午前も診療

することといたしております。 

 続いて、経営の状況でございます。 

 まず、決算の状況でございます。詳しく

は、右ページの表１のとおりでございます

が、概略を申し上げます。 

 平成25年度は、総収益15億7,700万円余に

対し、総費用15億4,400万円余で、差し引き

3,200万円余の黒字となっております。 

 まず、収益でございます。 

 医業による収益は７億8,800万円余で、入

院患者の増等により、わずかではありますけ

れども、増加をいたしております。医業外の

収益は７億8,800万円余で、前年より5,800万

円余の増となりました。これは、地方公営企

業会計基準の見直しに伴う一般会計からの繰

入金の増等により増となったものでございま

す。 

 次に、費用でございます。 

 医業の費用は14億5,300万円余で、5,400万

円余の増となっております。知事部局と同様

に行った給与削減措置による減があったもの

の、会計基準の見直しに伴う退職給与引当金

の実施等によるものでございます。医業外費

用は500万円余の減となっております。 

 以上により、経常損益が3,200万円余の黒

字、対前年度比1,100万円余の増となったも

のでございます。 

 次に、同じページの下段をお願いいたしま

す。 

 一般会計からの繰入金でございます。 

 平成25年度は、前年度比5,700万円余の増

の７億7,900万円余となっております。これ

は、地方公営企業会計基準の見直しに伴う費

用の増等によるものでございます。 

 一般会計からの繰り入れにつきましては、

財政再建戦略期間は終了いたしたものの、当

分の間、繰入金に過度に依存することのない

効率的な運営を行うこととし、削減を継続し

ております。下段の表２のとおり、資本的収

支において、引き続きゼロとなっておるとこ

ろでございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 決算の推移でございます。 

 平成15年度以降黒字を続けておりますが、

先ほど御説明いたしましたとおり、平成25年

度は3,200万円余の黒字となり、累積欠損金

につきましても、その分減尐し、図４にあり

ますよう７億2,600万円となっております。 

 続きまして、医業収益に対する人件費比率

につきましては、平成25年度122.4％と増加

いたしております。 
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 なお、退職者数等の影響がある退職給与金

を除いて比較をいたしますと、近年は110％

前後で推移をしているところでございます。

下段の図５で推移を示しております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 経営目標と実績値の比較でございます。 

 昨年３月に策定いたしました第２次中期経

営計画に経営の目標値を定めております。表

３の網かけの部分でございます。１日の入院

患者数の目標123人に対し、25年度は118.9

人、１日の外来患者数の目標110人に対し

て、25年度は89.1人と目標をほぼ達成できま

したが、外来患者数、デイケア数は目標を下

回る結果となったところでございます。 

 次に、課題と今後の対応でございます。 

 まず、医師確保対策でございます。 

 まず、平成29年度開設を目指す児童・思春

期入院施設を視野に入れつつ、熊本大学等に

対し医師の派遣要請を行うなど、常勤医師、

とりわけ経験豊富な医師の確保に努めたいと

考えております。 

 次に、第２次中期経営計画の推進でござい

ます。 

 これにつきましては、計画の概要版を、Ａ

３の１枚ですが、最後につけております。こ

れにより計画の概要を御説明いたします。 

 計画期間は、平成25年度から29年度までの

５年間であり、本年度は、その２年目に当た

るところでございます。 

 まず、右肩に示しておりますように、新４

カ年戦略、そして第６次の県の保健医療計画

を反映したものとなっております。 

 概要といたしましては、左側中段でござい

ます。 

 県立病院として果たすべき役割として、こ

れまでやってきたものを充実させながらしっ

かり取り組んでいこうという、継続・充実す

る取り組みとして、①セーフティーネット機

能の維持・充実など、４つを掲げておりま

す。 

 その下の新たなニーズに対応するための取

り組みが、この計画のポイントとなる部分で

ございます。 

 １点目が、患者が在宅等で安心して暮らせ

るための支援の充実でございます。 

 精神科医療におきましては、入院医療中心

から地域生活中心へという大きな流れがござ

います。地域で生活する精神障害者の新たな

入院や再入院を防ぎ、安定した地域生活を定

着させるため、医師、看護師、精神保健福祉

士など、多職種の医療スタッフが連携して支

援する地域生活支援室をこの４月に設置し、

２人の職員を配置し具体的な取り組みを進め

ているところでございます。 

 ２点目が、発達障害を含む児童・思春期の

患者に対する早期治療の実現でございます。 

 まず、先ほども御説明いたしましたとお

り、平成24年４月から、こころの思春期外来

を開設しており、患者数の増に応じ診療体制

の強化をしたところでございます。 

 今後、診療患者数の状況に応じ、体制の充

実に努めたいと考えております。そして、平

成29年度には、児童・思春期入院施設の開設

を目指しており、そのための検討を進めてい

るところでございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○田代国広副委員長 以上で病院局の説明が

終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑はありませんか。 

 

○橋口海平委員 先ほど給与削減を行ったと

いう話があったんですが、削減したことによ

って、レベルが高い医師というか、そういう

のが――医師とかも募集しているというよう

な話だったので、高いところにほかの医師が

流れていったりというような状況とかは現在

ないんでしょうか。 
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○林田総務経営課長 昨年度の給与削減につ

いてとその影響についてということでのお尋

ねでございました。 

 知事部局でも、昨年度、職員を対象とした

給与削減を実施するということで、私どもの

ほう経営は別でございますけれども、私ども

のほうで判断できるところなんですが、やは

り知事部局がする以上は私どものほうとして

も同様にすべきであろうということで、同じ

ような仕組みで給与削減をいたしました。た

だ、知事部局も同じかと思いますけれども、

単年度だけの措置ということだったかと思い

ます。 

 そこで、一時的に私どものほうの職員組合

のほうにもきちんと説明をいたしまして、御

理解をいただいて削減をいたしまして、単年

度でございましたので、その後、今御心配い

ただきました医師の確保等について直接的な

影響があったというふうには考えておりませ

ん。それぞれ先生方は御理解いただいている

と思います。 

 以上でございます。 

 

○田代国広副委員長 ほかにありませんか。 

 

○鬼海洋一委員 県立病院という性格上、セ

ーフティーネットの機能というのが非常に大

事になってくるというふうに思うんですね。

ここにも第２次中期経営計画の中で具体的取

り組みの中にも入っておりますけれども、そ

うなればなるほど、かなり重度というか、あ

るいは社会的に今問題のある方々の入院を措

置しなきゃならないという、それがある意味

で使命になってくるんですが、そうすると、

内部のこの間経営形態も変わる中で、人員等

に対する削減等をなされてきたんじゃないか

と思っておるんですけれども、その辺のバラ

ンスの問題について、どういうふうに考え、

現実になっているのかということを、まずお

聞かせいただきたいと思います。 

 

○林田総務経営課長 確かに、職員の削減に

ついて、特に看護師につきまして、ベッド数

を休床したということの前後、その前からだ

ったかと思いますけれども、削減を続けてお

りまして、現状では、今のところこれ以上の

削減は難しいというふうに考えております。

やはり看護師数が、急に退職をして職員数が

減った事態がございます。そういった、たし

か平成24年ごろだったと思いますけれども、

そのときには、やはり看護師の中でストレス

がたまってメンタルの訴えがあったりとか、

やはりそういったふうなことがあっておりま

す。ということで、これ以上削減することは

現状としては難しいだろうということで思っ

ております。 

 ただ、病院といたしましては、そういった

難しい患者さんを受け入れるに当たって、ド

クター方も非常に苦労されておりますし、そ

の中で、限られた人数の中で精いっぱいやっ

ていただいているというふうに私としては考

えております。 

 

○鬼海洋一委員 実は、医師の確保の問題も

非常に大事な件だと、よく承知しておりまし

て、随分御苦労いただいているということに

ついても敬意を表したいというふうに思いま

す。 

 実は、こども療育センターに行きますと、

看護師が集まらないと。県立であるにもかか

わらず看護師が集まらないということで、相

当過度な、つまりハードワーク、休暇もとれ

ないとかという、そういう問題が発生してい

るわけですけれども、このこころの医療セン

ターの場合には、看護師の配置ということで

の問題はないんでしょうか。 

 

○林田総務経営課長 看護師につきまして

は、勧奨退職に応じた看護師が出たりして、

それから定年の退職もございまして、ことし
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10月に２人の採用、それから、来年４月に向

けて、また採用をするようにはいたしており

ます。正職員としては、そういった募集をす

ることによって一定程度確保ができるという

状況でございます。どんどんふやしていくと

いう意味ではなくて。 

 ただ、現実問題として、職員としての看護

師としては、正職員と一定程度の臨時の看護

師、フルタイムで一定の期間を定めるという

形での看護師を確保しなければなりません。

こちらのほうがなかなか、看護部長がいろい

ろなところのつてを頼りながら集める努力を

するんだけれども、なかなかその辺が難しい

ということで、たくさんの看護師の中から選

べるという状況にないという、何とか来ても

らっているというようなことで、非常に苦労

しながら、何とか何とか来てくれというよう

な形で確保しているというような状況である

ということで、看護師不足に苦労しているか

というと、その面では非常に苦労をしている

ところでございます。 

 

○鬼海洋一委員 状況はよくわかりました。 

 それから、さっき河野管理者の説明をお聞

きいたしまして、地域生活支援室が設置をし

たと、26年度からですね。これは、まさに県

立病院といいますか、皆さん方の病院が抱え

る非常に大きな社会的使命の中の一つだとい

うふうに思うんですが、これが26年度から開

設されて、まだわずかな期間しかたっており

ませんけれども、何か具体的な問題があれば

お聞かせいただきたいというふうに思いま

す。それが１つです。 

 それから、当然に今精神科病院への社会的

ニーズというのが強く出ているわけでありま

して、しかも最近の医療制度改革の中でも、

つまり病院から地域へというこういう動きが

ある中で、既にこのこころの医療センターの

中ではグループホームの取り組みを早くから

やられてきていると思うんですね。その辺と

のかかわりで、このグループホームの具体的

な運営というのがどういうぐあいになってい

るのか、問題がないのかということが２番目

です。 

 それから、３点目は簡単に質問したいと思

いますが、今、これはほかにも精神科病院の

みならず総合病院もそうですが、企業や団体

での指定医療機関ですね。こういう、ある意

味では営業の分野に入るかもしれませんけれ

ども、これまで私が承知している限りでは、

例えば、今学校現場で、相当、精神的なかか

わりの中で問題点が出てきているわけですけ

れども、ここが、その当時の富合病院時代か

ら、指定機関みたいな形での連携が教育委員

会となされてきたのではないかと思っている

んですが、そういう、さっき言いました団体

との指定医療機関というような考えに基づく

連携、あるいはこれまでやられてきた教育委

員会との連携、こういうものがどうなってい

るのかという３点を、まず御質問したいとい

うふうに思います。 

 

○河野病院事業管理者 １点目、私のほうで

ちょっと答えたいと思いますが、地域生活支

援室を４月に開設したと説明いたしました

が、看護師と精神保健福祉士２名が常駐とい

いますか、その担当の医師の方を含めると３

人体制に――病院の全体の多職種と言いまし

たけれども、いろんな病棟の方々とかいろん

な方々が一緒になって支援するということ

で、今回、これまでは、退院された方が、軽

い症状の方は退院されて、それに対して尐し

の生活支援とかやってたんですが、今回は、

重症患者の方で、それでも入院の必要がない

場合に、おっしゃった――うちでは、ハイ

ツ、共同住居と言ってますが、そういったと

ころにいらっしゃる方に、やっぱりいろんな

生活面、医療だけではなくて、生活面も含め

た総合的な支援をやって、再入院を防いだり

ということで今やってますが、立ち上げたば
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っかりで徐々にふえてきて、今支援している

数が７名まで上がってまいりました。 

 それぞれの方々のそれぞれの事情がありま

すので、なかなか一慨に課題というのは一言

では言えないんですが、やっぱり今はそうい

うハイツにいらっしゃって、生活全般で、や

っぱりもともと薬の飲み方とかいろんなこと

はこれまでもいろいろお世話をやってきたと

ころなんですが、生活全般となりますと、買

い物の問題とか、いろんな地域とのかかわり

の問題とかありますので、やっぱりまだ地域

社会の中で生活していただくという段階の前

のハイツの中の生活ですので、身の回りの課

題が主なものでございます。 

 今後、やっぱり最終的に地域の中で生活し

ていただくというのは、もう一歩先の世界に

なろうかと思うんですけれども、その辺につ

いては、また今度は地域社会との関係の中で

の課題が出てこようと思っております。今の

段階はその段階ということでございます。 

 

○林田総務経営課長 ２点目のグループホー

ム等の現状についてということでお尋ねだっ

たかと思います。 

 私どものほうには、グループホームという

名称ではございませんけれども、共同住居と

いう形で８カ所のアパートがございます。こ

れは、病院局自体がいろいろ確保していると

か借り上げているということではございませ

んで、私どもの病院に事務局があります患者

家族会がございます。患者家族会が、地域

で、そういった理解のあるオーナーというか

家主さんにお願いをして、８カ所だったかと

思いますけれども、８カ所の共同住居を借り

上げて、その中で、患者さんで一番問題にな

るのは、地元に帰りたくても、なかなか周囲

の御理解が得られないので地元には帰れな

い、でも、退院できるんだけれどもというよ

うな患者さんを、まずはそこに戻して、そこ

で生活の訓練をして、また次のほうに巣立っ

ていただくというようなことで、私どものほ

うでは、直接ではないんですけれども、その

家族会のほうでの８カ所の共同住居がござい

ます。それに事務局としてもサポートをして

いるというか一緒にかかわって、患者さん

方、入居されている方にサポートしていると

いうような状況でございます。 

 それから、３点目でございますけれども、

ちょっと委員お尋ねが、企業あるいは団体の

指定医療機関として私どもがなっているかと

いうお尋ねかと思います……。 

 

○鬼海洋一委員 いいですか。 

 各企業が、あそこの病院と提携、連携をし

て、職員の健康管理を進めるという意味での

協力をやっているところが今いっぱいあるん

ですね。ここの場合も、かつては、例えば教

職員のメンタルにかかわる関係といいます

か、連携を図るということになっていたわけ

ですが、その辺の状況が今具体的にどうなっ

ているのかということをお尋ねしたいと。 

 

○濱元首席審議員 教育機関のほうから依頼

がありまして、引き受けていました。ただ、

実際の件数というのは、そんなに多くなかっ

たものですから、最近は、依頼があれば引き

受けていると思いますけれども、前ほど来て

はいらっしゃらないと思います。 

 

○鬼海洋一委員 共同住宅というのがありま

す。ここは、各家庭、地域に帰る前段階とい

う位置づけでやられてきたというふうに思う

んですが、なかなか、そうはいっても住民の

反発があってうまく設置できないというケー

スが、私は地元におりますから何カ所かあり

まして、設置するための役割を担って地域を

説得するということも何カ所かやってきたわ

けですけれども、それがうまく機能している

かどうかということは非常に大きな問題だと

思います。 
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 先ほど河野管理者のほうからもお話があり

ましたように、この生活支援室というのは、

まさに不離一体のもの、そういう共同住宅が

存在するということと、それから、そういう

方々を含めて、地域にあるいは家庭に帰るた

めの支援をするという、この支援室の役割と

いうのは非常に大きな関連があるものだとい

うふうに思っています。 

 ぜひ、そのことのゆえんが、また、地方交

付税で交付税措置をされて、一般会計の中か

ら県立として戻入することができるという、

そういう構造の背景だと思うんですけれど

も、ぜひこの事業を強化していただきたいと

いうふうに思います。 

 それから、看護師不足についても、やっぱ

り現実になかなか難しい面があるというふう

に思うんですが、ここは何か工夫をして、知

恵を絞って、看護師の不足という状況を満た

す努力をやっていただくように、この際お願

いしておきたいというふうに思います。 

 だんだんだんだん重複、重度、これは障害

児支援学校あたりもそうですけれども、こう

いう精神的なものについても、重複、重度、

あるいは薬害、こういうものが極めて顕在化

してきつつあるんですよね。その意味で、こ

この存在というのは非常に大事になってまい

りますから、私ども、そういう意味で支援を

したいと思っておりますので、ぜひよろしく

お願いしておきたいと思います。 

 

○田代国広副委員長 御要望ですか。 

 

○鬼海洋一委員 はい。 

 

○田代国広副委員長 ほかにありませんか。

この辺で、ないようでしたら質疑を終わりた

いと思いますが、よろしいですか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○田代国広副委員長 なければ、これで病院

局の審査を終了します。 

 次回の第７回委員会は、11月10日月曜日午

前10時に開会し、午前に警察本部、各種委員

会等の審査を行い、午後から健康福祉部の審

査を行うこととしておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 以上で本日の委員会を閉会します。 

 御苦労さんでした。 

  午後２時50分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  決算特別委員会副委員長 

 


